
「遺贈寄付するとき、配慮が必要」
 というのは、どういうことですか。

定期的に遺言相続セミナーを市民センター等で開催。
希望者の方には無料相続相談会も開催しています。
日時、内容等、下記の事務所にお問合せ下さい！

　遺贈寄付とは、個人が自分の遺産を、

遺言書を通じて特定の団体や慈善活動に

寄付することをいいます。

　近年、この遺贈寄付が個人の生前の意

思を尊重する手段として注目されてきて

います。

　この遺贈寄付をするには、個人が亡く

なった後にその意思が実行されるため、

生前に遺言書でその意向が明確に示され

ていることが必要になります。

　具体的には、誰に、どの遺産を、どの

ように、また、どのくらい寄付をしたい

のかを遺言書に明確に記載しなければな

りません。

　例えば、遺贈寄付をする先としまして

は、自分が卒業した学校や所属していた

会社等の団体、国内外の慈善組織や団体

等が考えられ、遺贈寄付をする遺産には、

現金や不動産、有価証券、さらには、美

術品や宝石といった資産などが考えられ

ます。

　また、遺贈寄付での注意点としまして

は、遺言書作成時点で推定相続人がいる

場合には、遺留分が発生するかどうかに

ついてよく確認をし、相続人と揉めるこ

とがないように配慮することが必要で

す。

　一方で、遺贈寄付を考えている寄付先

が、そもそも遺贈寄付を受付けているの

か、また、受付けている場合でも、その

遺産自体をそのままで寄付を受けること

ができるのかどうかを事前にその団体等

に確認することも必要にもなります。

　例えば、不動産の遺贈寄付の場合では、

一般的には、不動産のまま受取ってもら

える可能性は低く、不動産を現金に換価

してからではないと遺贈寄付を受付けし

ないという団体が多いのが実情です。

　そのため、遺産の不動産を換価、遺贈

寄付を実現できる、また、遺言が執行

されるのはいつの将来のことか分からな

いので、長期間対応できる可能性が高い

法人等で遺言執行者を受付けている組織

に遺言執行者を依頼することも検討事項

です。

　遺贈寄付についても、お早めに行政書

士等の専門家にご相談ください。

　　    （行政書士兼 FP　飯田　利治）
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考慮しなければならい場合があります。

特に「特別受益」にご注意ください。

相続財産には生前贈与額
を考慮するのですか？

　相続開始時に、生前贈与がどのよ

うに扱われるのか、ご心配なのです

ね。親から子供に対して援助した新

居・車等の購入資金や事業のための

資金、婚姻のために贈与した持参金

や嫁入り道具など、一定範囲の生前

贈与は「特別受益」といって、相続

財産に含まれます。以下、相続財産

に加算する生前贈与、つまり「特別

受益」についてご説明していきます。

　「特別受益」を相続財産に含めるこ

とを「持ち戻し」と呼ぶのですが、

相続開始時の財産に「特別受益」を

加算して、各相続人の相続分が計算

されます。いつの時点からの「特別

受益」が対象となるのか、気になり

ますよね。実は過去に遡って期間無

制限に「特別受益」は相続財産に加

算されていきます。

　過去の全ての「特別受益」を加算

して欲しくない場合は、「持ち戻しし

なくてよい」と意思表示することで

相続財産から除くことができます。

これを「持ち戻し免除」と呼びます。

　「意思表示する」という行為は、口

頭でも良いのですが、証明すること

が難しいので、遺言書や贈与契約書

に記載することが求められています。

モメないためには、ぜひ公正証書で

作成されることをお勧めします。

　こうした「持ち戻し免除」の意思

表示を行ったとしても、「遺留分」の

計算時においては、相続が開始され

る前から「10 年以内」の「特別受益」

が算定の基礎として加算されます。

「遺留分」とは民法 1042 条 1 項の条

文になりますが、簡単に言えば、兄

弟姉妹を除く法定相続人に対して保

障される最低限の相続財産取得分の

ことです。「遺留分」に満たない場合、

「10 年以内」の特別受益が相続財産

に加算されてしまいます。

　ご心配になっている生前贈与が「特

別受益」に当たるかどうか、もし「特

別受益」に当たるようなら「持ち戻

し免除」の意思表示をするかどうか、

その上で兄弟姉妹を除く法定相続人

の「遺留分」を侵害していないかど

うか、を検討する必要があります。

　できるだけ早く専門家にご相談さ

れてはいかがでしょうか。

　　　（行政書士兼 FP　高田　哲朗）

手続きは時間と気持ちに

余裕があるときに行うことがお勧めです。

預金口座を整理したいけど、
どうすればよいですか？

　「預金口座の整理」のメリットとして

①残高や取引の確認が容易になり管理

がしやすい、②手数料等の節約ができ

る、③不正利用や詐欺のリスクが減少し

セキュリティが向上する、④相続手続き

における家族の負担が軽減される、⑤資

産全体像を把握しやすくなり計画的な

資産運用が可能になる、などがあげら

れます。手続きに多少なりとも手間が

かかりますが利点の方が多いと考えら

れます。

　以下の手順で進めるとよいでしょう。

(1) 普通預金、定期預金、証券口座など

所有している全ての口座の一覧を作成

します。特にネット銀行等通帳がない

口座の見落としがないようにしましょ

う。また、口座の名義人や住所、連絡

先などの変更がないかも確認します。

(2) 各口座の使用目的（例えば生活費用、

貯蓄用、資産運用用など）や残高を確

認します。(3) どの口座を残すのかを検

討します。複数の口座で引き落としが

行われている場合口座をまとめられな

いか考えます。また、定期預金口座の

解約についても検討しましょう。病気、

事故などで大きな額のお金が必要な時

に、定期預金は本人でないと引き出せ

ないケースがあるからです。面倒だか

ら、メインバンク一つにまとめるとい

う方法もありますが、万が一認知症に

なった時の凍結や銀行破綻のリスクな

ど考えると 2 ～３の金融機関に分散し

たほうが安全と言えます。(4) 口座の解

約は窓口で手続きをする必要がありま

す。届出印、通帳、キャッシュカード、

本人確認書類等が必要となりますが銀

行により異なることもあるため、窓口

に出向く前に金融機関の HP や電話で

確認します。(5) 整理した口座情報はエ

ンディングノートなどに記載して、家

族と共有できるようにしておくとよい

でしょう。必要な場合には代理人カー

ドの作成も検討しましょう。

　ちなみに、2018 年施行された「休眠

預金等活用法」により 10 年以上使って

おらず、名義人に連絡が取れない口座

は「休眠口座」となり、民間公益活動

に活用されることになりました。休眠

口座となった後も引き出すことは可能

ですが取引銀行に問い合わせることが

必要です。

　　　　 　（行政書士　半田　直子）
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